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○ 令和７年11月26日（第１回）から、月
１回程度開催

○ 令和８年６月18日（第８回）中間とり
まとめ（予定）

開催日程

（１）無人運転機械の運転制御方式・技術水
準・労働者の混在状況など周辺環境等の
実態の把握・確認

（２）作業ごとに必要な労働災害防止措置や
技能水準等を決定するための基本的な考
え方の整理

（３）（２）の考え方を踏まえた具体的な状
況における労働災害防止措置の内容及び
水準の検討

（４）その他

検討事項

○ 近年、産業機械に係る無人運転（遠隔運転・自律運転等）の技術開発や社会実装が進みつつあるところ、規制改革実施計画では、こうした機械による労働
災害防止のために必要な措置の整理が求められている。

○ 無人運転を行う機械は建設機械や荷役機械など様々であり、これら機械について必要な措置を検討するのに当たり、無人運転機械に共通する労働災害防止
の基本的な考え方を整理した上で、個別の機械に必要な安全確保措置等を検討する必要がある。

○ このため、無人運転を行う各種機械の実態を把握し、運転制御方式や周辺環境に応じた必要な措置について、無人運転機械に共通する考え方を整理した上
で、個別機械ごとに検討していくもの。

趣旨等

（令和８年６月時点、五十音順、敬称略、◎は座長）

《参考》「規制改革実施計画」（令和７年６月13日閣議決定）

厚生労働省は、建設機械を含めデジタル・ＡＩ技術を活用した機械（以下「デジタル・ＡＩ機械」という。）の開発が進んでいることを踏まえ、労働者の安全及び健康を守りつつ、デジタル・ＡＩ
機械全般の更なる技術的発展及び利用を図る観点から、関係省庁と連携しつつ、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）及び同法関係法令（以下「安衛法関係法令」という。）が適用される機械で遠
隔運転・自律運転（以下「無人運転」という。）を行う場合の労働災害防止対策に関する専門家検討会を設置する。当該検討会において、機械の使用が想定される具体的な作業ごとに、作業内容や周
辺環境、使用される機械の運転制御方式やその技術水準の実態を把握・確認した上で、作業ごとに必要となる労働災害防止のために必要な措置（以下「安全義務」という。）及び免許・技能講習の要
件（以下「技能要件」という。）、機械の技術水準など検討すべき項目を整理する。（（前段・専門家検討会設置）令和７年措置（前段・整理）令和８年上期措置）
また、厚生労働省は、関係省庁と連携しつつ、当該専門家検討会による検討・整理の結果を踏まえ、安衛法関係法令に無人運転を行う場合の安全義務や技能要件を明記するなどの具体的な措置を検

討し、結論を得次第、所要の措置を講ずる。（（後段）令和８年上期以降検討開始、結論を得次第速やかに措置）
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機械の無人運転における安全確保等に関する専門家検討会
中間とりまとめ（案）（概要）

○ 無人運転機械の安全確保措置を、周辺環境（人と機械の混在・立入等管理区画）と運転制御方式（自律運転・遠隔運転）の組合せ（４
象限）ごとに、実施主体と種類別に区分して整理。

○ 象限ごとの必要な安全確保措置を、「実施主体」（機械単体・システム全体・作業環境等）と、安全確保措置の「種類」で整理し、こ
れらの組合せで安全を確保。個別機械の検討に当たって、この整理に基づき実情に応じた措置義務者を含む対応検討が必要。

無人運転機械における安全確保措置の考え方

自律運転：運転制御主体が機械側、人の関与は
機械の監視・非常時緊急停止のみ。人が遠隔
で運転操作を引き継ぐ時点で遠隔運転に移行。

遠隔運転：運転制御主体が人側、遠隔で運転操
作。一部の動作・走行が自律的でも、異常時
に運転の主導権が直ちに人側に移る場合は遠
隔運転の「運転支援機能」に位置付け。

運転制御方式

○ 個別機械の検討は、中間とりまとめで示した基本的な考え方を踏まえ、建設機械・クレーン・フィジカルAIを含むロボット等の対象機
械ごとに作業チームにて検討（関係団体と連携）

○ 専門家検討会では、①作業チームの検討結果、②横断的課題 について検討
※ 必要に応じて法令改正、指針の策定その他の制度的措置を講じる
※ 「立入等管理区画」の信頼性の評価等の在り方、第三者による評価・認証の在り方についても検討

○ 安全確保措置の在り方についての継続的な見直し、必要な周知・普及や関係者間の連携の促進

今後の対応
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実施主体
• 機械単体として考慮すべき安全上の機能 （主にメーカーが実施）

• システム全体として考慮すべき安全上の機能
（主に使用事業者とメーカーが連携して実施）

• 作業環境及び作業管理上の措置 （主に使用事業者が実施）

①無人運転機械との衝突・接触を防ぐ「衝突・接触防止」
（自律・遠隔）

②－１①以外の機械の異常等を検知し、安全に停止させる「異常
発生時の措置」（自律・遠隔）

②－２上記後の復旧・再起動を行う「異常状態からの復旧等の措
置」（自律・遠隔）

③「運転操作性」（遠隔）

④①～③に求められる信頼性である「安全上の機能の要求水準」
（自律・遠隔）

⑤「運転技能」（遠隔）

⑥「その他」（自律・遠隔）

周辺環境
人と機械の混在：人と機械の混在が前提の環境。
厳しい安全確保措置が必要。

立入等管理区画：トラブル時等以外は、機械の
みの作業が前提となるよう、人の立入等の管
理が必要な環境。信頼性を「立入の可能性」
と「立入制限手段の信頼性」等で評価。「人
と機械の混在」に準じた安全確保措置が必要。

安全確保措置の種類

機械単体 システム全体 作業環境等

①衝突・接触防止（自律・遠隔）

②－１異常発生時の措置（自律・遠隔）

②－２異常状態からの復旧等の措置（自律・遠隔）

③運転操作性（遠隔）

④安全上の機能の要求水準（自律・遠隔）

⑤運転技能（遠隔）

⑥その他

【４象限】

無人運転機械の労働災害防止に必要な措置（安全確保措置）に関する基本的な考え方を以下のように整理。今後個別機械ごとに検討を進める。



「人と機械の混在」環境における 実施主体・種類別の
安全確保措置の例（衝突・接触防止及び安全上の機能の要求水準）

3

機械単体の考慮すべき安
全上の機能

（要求安全機能）

システム全体の考慮すべ
き安全上の機能
（要求安全機能）

作業環境及び作業管理上
の措置

機械単体の考慮すべき安
全上の機能

（要求安全機能）

システム全体の考慮すべ
き安全上の機能
（要求安全機能）

作業環境及び作業管理上
の措置

①
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突
・
接
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（衝突・接触防止のため、自
律運転機械単体が担う機能
（機械が安全に停止するまで
の措置を含む））
a 検知（入力）
機械全周囲の周辺環境につ

いて、人の姿勢や動き、周囲
の機械等を識別して検知
b 制御（処理）
機械が検知した情報に基づ

き、回避等の要否を、人の介
入なく自律的に判断
c 作動（出力）
制御に基づき、機械自らが

減速・停止等により衝突や接
触を回避し、自動的に安全状
態に移行
ｄ 運転状態の表示等

機械の自律運転状態を周
辺作業者に知らせる

（衝突・接触防止のため、自
律運転機械を取り巻くシステ
ム全体が担う機能）
a 機械単体とシステム全体と
の通信
必要な通信が確保されてい

る場合には、それを前提とし
た運転が可能となる
b 作業環境内に設置されたセ
ンサー
作業環境内に設置されたセ

ンサーにより、他の機械、周
辺作業者等の位置・動き等を
検知し、接近等を把握し、自
律運転機械を減速・停止等で
きる
c 監視者、周辺作業者
衝突・接触の恐れがある際

に、監視者、周辺作業者が非
常停止を行うことができる

（自律運転機械及びシステム
全体の機能を発揮するために
必要な措置）
a 運転条件の設定・維持
要求安全機能に応じた、作

業場所、人の混在度等の運転
条件の設定・維持
b 監視者の配置
適切な監視者等の配置

c 教育
監視者、周辺作業者、シス

テム管理者等に対する自律運
転機械の機能、異常時の対応
等の教育訓練

（衝突・接触防止のため、運
転者等の判断を前提に遠隔運
転機械単体が担う機能（機械
が安全に停止するまでの措置
を含む））
a 運転状態の表示等
機械の遠隔運転状態を周辺

作業者へ知らせる
b 意図しない動作の制限
通信の異常（途絶、著しい

遅延等）時に自動停止等する
・運転者への補助
衝突・接触リスクの検知、

安全状態への移行作動等の運
転者を補助する機能について
は、自律運転機械と同様の機
能

（衝突・接触防止のため、遠
隔運転機械を取り巻くシステ
ム全体が担う機能）
a 機械と運転者との通信
運転に必要な品質の通信状

態が維持されている場合のみ、
遠隔運転できる
b 運転者と周辺作業者等との
通信
運転者と周辺作業者等が必

要なコミュニケーションを行
うことができる
・運転者への補助
作業環境内に設置されたセ

ンサーによる衝突・接触リス
クの感知、監視者等による非
常停止等の運転者を補助する
機能については、自律運転機
械と同様の機能

（遠隔運転機械及びシステム
全体の機能を発揮するために
必要な措置）
a 運転条件の設定・維持
要求安全機能に応じた、通

信環境や視認性確保等の運転
条件の設定・維持
b 教育
周辺作業者、システム管理

者等に対する遠隔運転機械の
機能、運転者との合図、異常
時の対応等の教育訓練

④
安
全
上
の
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能
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（ア 自律運転機械単体が持
つ①②③の機能の信頼性（要
求安全水準）（PL・SIL等）
を確保するための措置）
・検知の冗長化等による誤検
知の低減

・安全関連制御の信頼性を高
める設計

・確実に安全状態へ移行する
構造 等

（イ 自律運転機械自体が持
つ①②③の機能の信頼性を評
価する措置）
・第三者による機械の適合性
評価・認証
安全機能の検知、制御、作

動等に要求される安全性の適
合状況を確認 等

（ア 自律運転機械を取り巻
くシステム全体が担う①②③
の機能の信頼性（要求安全水
準）を確保するための措置）
・通信の品質確保（国際基準
あり）

・外部の非常停止が確実に作
動する構造

・外部監視の誤検知等の低減
等

（イ 自律運転機械を取り巻
くシステム全体が持つ①②の
機能の信頼性を評価する措
置）
・第三者による機械の適合性
評価・認証
安全機能の検知、制御、作

動等に要求される安全性の適
合状況を確認 等

（自律運転機械使用時の作業
環境・作業管理上の措置の信
頼性を高める手段）
・使用環境、実施者等への確
認・認証
自律運転機械を使用する環

境や、点検・復旧作業者等の
適合性確認・認証 等
・認証されている条件の保
持・管理

（ア 遠隔運転機械単体が持
つ①②③の機能の信頼性（要
求安全水準）を確保するため
の措置）
・通信エラー時の自動停止等
の信頼性向上

・運転者を補助する検知、安
全状態への移行作動等の信
頼性向上 等

（イ 遠隔運転機械単体が持
つ①②③の機能の信頼性を評
価する措置）
・第三者による機械の適合性
評価・認証
安全機能の検知、制御、作

動等に要求される安全性の適
合状況の確認については、自
律運転と同様の措置

（ア 遠隔運転機械を取り巻
くシステム全体が担う①②③
の機能の信頼性（要求安全水
準）を確保するための措置）
・機械と運転者の通信の信頼
性向上

・運転者と周辺作業者等の通
信の信頼性向上 等

（イ 遠隔運転機械を取り巻
くシステム全体が持つ①②③
の機能の信頼性を評価する措
置）
・第三者による機械の適合性
評価・認証
安全機能の検知、制御、作

動等に要求される安全性の適
合状況を確認 等

（遠隔運転機械使用時の作業
環境・作業管理上の措置の信
頼性を高める手段）

・使用環境、実施者等への確
認・認証
遠隔運転機械を使用する環

境や、点検・復旧作業者等の
適合性確認・認証 等
・認証されている条件の保
持・管理

自律運転 遠隔運転

※ 立入等管理区画の環境においては、立入等防止措置に伴う災害リスク低減に応じて、上記措置に準じた措置が必要。

※ 中間とりまとめの整理に基づき、個別機械ごとに実情等を踏まえた検討が必要。

自律 遠隔

混
在
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①

④



（参考）建設機械を用いた自律運転・遠隔運転の例

信頼性の高い

立入等管理区画

信頼性の低い

立入等管理区画
人と機械の混在


	既定のセクション
	スライド 1: 機械の無人運転における安全確保等に関する専門家検討会
	スライド 2: 機械の無人運転における安全確保等に関する専門家検討会 中間とりまとめ（案）（概要）
	スライド 3: 「人と機械の混在」環境における 実施主体・種類別の 安全確保措置の例（衝突・接触防止及び安全上の機能の要求水準）
	スライド 4: （参考）建設機械を用いた自律運転・遠隔運転の例


